
高次脳機能障害書の職業支援フロー（現職復帰が困難なため、新しい職場にて就労を目指す患者さん専用） 
急性期状態が安定していること・退院時にＡＤＬが自立していることが前程（目安としてＦＩＭの全項目が６点以

上あることが望ましい） 

主治医の患者及び、その家族への病状説明 

（家族・患者・主治医・セラピスト・MSW にて方向性の確認） 

月一回 総合実施計画書の説明にて状態把握・方向性の確認 
（必要に応じて Drも参加）セラピスト・MSW・患者・家族 

訓練・詳細な高次脳機能障害の評価 
（意識障害の状態や重症度に併せて 1.5ヶ月～３ヶ月に１回評価を実施する） 

MSW に連絡（社会的・経済的

問題の把握及び、調整を行う） 
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スクリーニングテストによる高次脳機能障害の状態の把握 

担当セラピストから、主治医にMSW
の介入についての打診を行う 

神経心理学的評価（ＳＴ・ＯＴによる）をふまえ、医師・担当セラピスト・ＭＳＷ・

患者さん及び、その家族との話し合いと、専門機関との調整のうえ方向性を決定する 

高次脳機能障害センター 
を紹介 

滋賀県立むれやま荘 
入所にて就労を目指す 

ハローワーク東近江にて、

就労相談を実施する 

滋賀障害者職業センターにて 
職業評価を実施する 

ハローワーク東近江を介して職業紹介 

ハローワークの紹介にて 
就労可能 

ＹＥＳ ＮＯ

障害者暮らし応援センターtekito（テキトー）にて職場開拓を実施 

職場開拓にて就労可能 
ＹＥＳ ＮＯ

日常生活動作が自立可能 

就労希望 

就労困難 就労開始 




